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テキスト ボックス
※ 送信機系統図2 ＊１（ＰＳＫ諸元）のＡ２Ｂの電波形式に関して：　総務省告示第５０７号（Ｈ１５．８．１１）の表によれば3級アマチュア無線技士以上の資格と、28ＭＨｚ以上のバンドでないと許可されない様に思えますが、実際には3.5MHz帯～24MHz帯でも許可になります。諸元の内容のままですと占有周波数帯幅が規定値に収まらないことがある為、下記の数式を参考に通信速度及び副搬送波の周波数を下げて申請してください。A2Bの占有周波数帯幅の計算式は、以下の通りです。５Ｂ　＋　２Ｍ　＝　占有周波数帯幅※　Ｂ ＝　bps / M＝副搬送波周波数。 実際の運用状態に合わせて、これが2.5KHz以下になる組み合わせで申請します。「通信速度：31.25bps」とだけ書いて、副搬送波はこのままで申請されている方もあるようです。1.9MHz帯は、占有周波数帯幅は、100Ｈｚ以下の制約が有るため、許可にならないようです。ご不明な点は、申請前にＴＳＳ様にお問い合わせください。
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副搬送波の周波数＝1.5KHz
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SSB/G1D
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【ご注意と誤記の訂正】
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